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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成３０年２月１６日（金）午前１０時    開会 

               午前１０時３３分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 南 野 直 司 副委員長 増 永 和 起  委  員 楢 村 一 臣 

  委  員 森 西  正 委  員 松 本 暁 彦    

 議  長 藤 浦 雅 彦    副 議 長 弘   豊   

議  員 中 川 嘉 彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  副市長 奥 村 良 夫  総務部長 井 口 久 和 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤 井 智 哉 同局参事兼局次長 岩見賢一郎 

  同局次長代理 田 村 信 也  同局総括主査 香 山 叔 彦 

  同局書記 渡 部 真 也  同局書記 関  正 秀  同局書記 宮田瑠璃子   

 

１．案件 

平成３０年第１回定例会審議日程及び議事日程について 
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（午前１０時 開会） 

○南野直司委員長 それでは、ただいまか

ら議会運営委員会を開会いたします。 

 まず、理事者から挨拶を受けます。 

 副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 本日は大変お忙しいところ、議会運営委

員会を開催していただきありがとうござ

います。来週の２０日から開催されます平

成３０年第１回市議会定例会におきまし

て、予算案件１２件、人事案件２件、その

他案件２件、条例案件１８件、計３４件の

議案の上程を予定いたしております。それ

ぞれの案件の概要につきましては、この後

総務部長より説明させますのでどうかよ

ろしく申し上げます。 

 また、昨年本館３階空調機械室からアス

ベストが検出されました。その後、調査の

結果、議場内には飛散していないことが確

認できてはおりますが、念のため除去工事

が終了するまでの間、使用停止にすること

といたしました。 

 よって、平成３０年第１回市議会定例会

も本会議開会場所を、本館３階議場から新

館７階講堂に変更させていただきます。議

員の皆様には大変ご不便をおかけいたし

ますが、どうかご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○南野直司委員長 挨拶が終わりました。

本日の委員会記録署名委員は、松本委員を

指名いたします。 

 それでは、第１回定例会の提出議案につ

いて、概略説明をお願いいたします。 

 総務部長。 

○井口総務部長 おはようございます。 

 それでは、平成３０年第１回定例会提出

案件の概略説明をさせていただきます。 

 議案第１号から議案第８号までは、各会

計の平成３０年度当初予算でございます。

まず、議案第１号、平成３０年度摂津市一

般会計予算でございますが、当初予算額は

３３８億１，４００万円と、前年度に比べ

１億１，３００万円、０．３％の減となっ

ております。 

 次に、各特別会計の当初予算でございま

す。議案第２号、平成３０年度摂津市水道

事業会計予算の収益的収入は２２億１，０

３０万円で、前年度比１億８３５万７，０

００円、４．７％の減、収益的支出は１９

億５，９３０万５，０００円で、前年度比

１０５万５，０００円、０．１％の減とな

っております。 

 資本的収入は９億１６万円で、前年度比

２億１，７３２万円、３１．８％の増、資

本的支出は１６億４，５９６万円で、前年

度比４億２，６８５万３，０００円、３５．

０％の増となっております。その結果、収

入合計は３１億１，０４６万円となり、前

年度比１億８９６万３，０００円、３．６％

の増、支出合計では３６億５２６万５，０

００円となり、前年度比４億２，５７９万

８，０００円、１３．４％の増となってお

ります。 

 続きまして、議案第３号、平成３０年度

摂津市下水道事業会計予算の収益的収入

は３９億８，３５２万５，０００円で、前

年度比７，７７２万１，０００円、１．９％

の減、収益的支出は３８億１，７６９万１，

０００円で、前年度比１億１，６８０万７，

０００円、３．０％の減となっております。 

 資本的収入は３１億６，３５８万１，０

００円で、前年度比３，９１９万５，００

０円、１．３％の増、資本的支出は４４億

５，６４５万４，０００円で、前年度比４，

５４０万４，０００円、１．０％の減とな

っております。その結果、収入合計では７
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１億４，７１０万６，０００円となり、前

年度比３，８５２万６，０００円、０．５％

の減、支出合計では８２億７，４１４万５，

０００円となり、前年度比１億６，２２１

万１，０００円、１．９％の減となってお

ります。 

 次に、議案第４号、平成３０年度摂津市

国民健康保険特別会計予算の当初予算額

は９８億１，７９５万６，０００円、前年

度比２２億１，２３１万７，０００円、１

８．４％の減となっております。 

 次に、議案第５号、平成３０年度摂津市

財産区財産特別会計予算の当初予算額は

１４億９，４３９万８，０００円、前年度

比６，４０２万２，０００円、４．１％の

減となっております。 

 次に、議案第６号、平成３０年度摂津市

パートタイマー等退職金共済特別会計予

算の当初予算額は１，４４２万９，０００

円で、前年度比５８万２，０００円、４．

２％の増となっております。 

 次に、議案第７号、平成３０年度摂津市

介護保険特別会計予算の当初予算額は６

１億７，６６０万５，０００円で、前年度

比６，４２３万５，０００円、１．０％の

減となっております。 

 次に、議案第８号、平成３０年度摂津市

後期高齢者医療特別会計予算の当初予算

額は１０億７，５７３万８，０００円で、

前年度比８，２８０万１，０００円、８．

３％の増となっております。 

 次に、議案第９号から議案第１２号まで

は、平成２９年度の各会計の補正予算とな

っております。年度末を控え、決算を見込

みながら執行予算、予算執行後の不用額を

整理するほか、一部増額補正を行う等、予

算調整を図っております。 

 まず、議案第９号、平成２９年度摂津市

一般会計補正予算（第７号）でございます

が、現計予算額３４８億３，９８３万７，

０００円から５億５，０６０万９，０００

円を減額し、補正後予算額を３４２億８，

９２２万８，０００円とするものでござい

ます。 

 次に、議案第１０号、平成２９年度摂津

市水道事業会計補正予算（第４号）は、収

益的収入において現計予算額２３億１，８

６５万７，０００円から１００万円を減額

し、補正後予算額を２３億１，７６５万７，

０００円とし、収益的支出において現計予

算額１９億３，８８２万８，０００円に２，

８９２万４，０００円を追加し、補正後予

算額を１９億６，７７５万２，０００円と

するものでございます。 

 資本的収入では、現計予算額６億８，２

８４万円から９０万円を減額し、補正後予

算額を６億８，１９４万円とし、資本的支

出では現計予算額１２億１，９２５万６，

０００円から３，７３７万６，０００円を

減額し、補正後予算額を１１億８，１８８

万円とするものでございます。 

 次に、議案第１１号、平成２９年度摂津

市下水道事業会計補正予算（第３号）は、

収益的支出において現計予算額３９億３，

４４２万７，０００円から３，５６２万３，

０００円を減額し、補正後予算額を３８億

９，８８０万４，０００円とし、資本的収

入では現計予算額３２億３，４３８万６，

０００円から４，６３０万円を減額し、補

正後予算額を３１億８，８０８万６，００

０円とし、資本的支出では現計予算額４４

億９，４１８万５，０００円から４，２４

３万５，０００円を減額し、補正後予算額

を４４億５，１７５万円とするものでござ

います。 

 次に、議案第１２号、平成２９年度摂津
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市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

は、現計予算額１２０億３，０３７万５，

０００円に１２０万２，０００円を追加し、

補正後予算額を１２０億３，１５７万７，

０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１３号、公平委員会委員の

選任について同意を求める件でございま

すが、本件は公平委員会委員の村山英昭氏

の任期満了に伴い、引き続き地方公務員法

第９条の２第２項の規定により、同氏の再

任の同意を求めるものでございます。 

 次に、議案第１４号、教育委員会委員の

任命について同意を求める件でございま

すが、本件は摂津市教育委員会委員の大矢

優子氏の任期満了に伴い、引き続き地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項の規定により、同氏の再任の同意

を求めるものでございます。 

 次に、議案第１５号、市道路線認定の件

でございますが、本件は独立専用自歩道と

して境川３号線、総延長１５１．０メート

ルを地区内道路として、また千里丘東８７

号線ほか６路線、総延長２６７．３メート

ルを道路法第８条第２項の規定により、市

道路線として認定することについて議会

の同意を求めるものでございます。 

 次に、議案第１６号、損害賠償の額を定

める件でございますが、本件は平成２９年

５月１０日水曜日午前１０時３０分ごろ、

摂津市千里丘東一丁目１２番１９号地先

において、環境業務課の塵芥車が駐輪自転

車に接触し、その自転車が転倒した際に相

手方の家屋の支柱に接触し、損傷させたも

のでございます。損害賠償の相手方につい

ては、議案書のとおりでございます。 

 損害賠償の額は、物的損害として４２万

８７６円でございます。この賠償金は、全

額、公益社団法人全国市有物件災害共済会

から支払われるものでございます。 

 次に、議案第１７号、摂津市指定居宅介

護支援事業者の指定並びに指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例制定の件でございます。 

 本件は、介護保険法及び地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律の改

正に伴い、指定居宅介護支援事業者の指定

権限が大阪府から市町村へ移譲されるこ

とになったため、指定居宅介護支援事業者

の指定並びに指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条

例を新規に制定するものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第１８号、摂津市附属機関に

関する条例の一部を改正する条例制定の

件でございますが、地域包括支援センター

の機能強化のため、新たに市長の附属機関

として摂津市地域包括支援センター運営

協議会を加え、あわせて社会福祉法の改正

に伴い、附属機関の摂津市社会福祉計画推

進協議会の担任事務の引用条項を整理す

るものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第１９号、摂津市職員定数条

例の一部を改正する条例制定の件でござ

いますが、本件は救急件数の増加の実態と、

今後の増加の見込みから、救急隊を増強す

るため、消防機関の職員の定数を９３名か

ら１０３名とするものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第２０号、摂津市一般職非常

勤職員等の勤務条件等に関する条例等の

一部を改正する条例制定の件でございま
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す。 

 本件は、一般職非常勤職員の時間外勤務

報酬及び臨時的任用職員の時間外勤務賃

金並びに一般職の職員及び水道企業職員

の時間外勤務手当について、あらかじめ割

り振られた１週間の正規の勤務時間を超

えてした勤務に対して、超えた時間に１０

０分の２５の時間外勤務の報酬、賃金また

は手当を支給する事項を定めるものでご

ざいます。 

 また、本件の改正条例の題名の一般職非

常勤職員等には、臨時的任用職員、一般職

の職員及び水道企業職員が含まれ、勤務条

件等には休暇、報酬、費用弁償及び賃金が

含まれ、最後の条例等には一般職の職員の

給与に関する条例及び摂津市企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例を含む

ものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第２１号、一般職の職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例制

定の件でございます。 

 本件は、人事院勧告に伴う一般職の職員

の給与に関する法律の一部改正に基づき、

勤勉手当の支給割合を改定し、また業績評

価の結果を勤勉手当に反映する職員の範

囲を全職員まで拡大するものでございま

す。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第２２号、一般職の職員の給

与に関する条例及び摂津市職員の退職手

当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件でございます。 

 本件は、一般職の職員の給料表の等級別

の分類の基準となるべき職務の内容を変

更し、任期付職員の給料月額及び退職手当

の調整額を改定するものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第２３号、摂津市職員の退職

手当に関する条例等の一部を改正する条

例制定の件でございます。 

 本件は、国家公務員退職手当法等の改正

に伴い、退職手当の調整率を１００分の８

７から１００分の８３．７に改定し、地方

独立行政法人法の改正に伴い、引用条項を

整理するものでございます。 

 なお、本件の改正条例の題名の等には、

昭和４９年４月１日施行の摂津市職員の

退職手当に関する条例の一部を改正する

条例及び、平成１９年４月１日施行の摂津

市職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例を含むものでございます。そ

れぞれの一部改正条例において、経過措置

として定めている調整率を改定するもの

でございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第２４号、摂津市手数料条例

の一部を改正する条例制定の件でござい

ます。 

 本件は、地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律により、これまで都道

府県が所管していた指定居宅介護支援事

業者の指定権限が市町村に移管されるこ

とに伴い、指定等の手数料を制定し、また

地方公共団体の手数料の標準に関する政

令の改正に伴い、高圧ガスの保安に関する

事務及び液化石油ガスの保安に関する事

務にかかる手数料を改定するものでござ

います。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 
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 次に、議案第２５号、摂津市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定の件でございます。 

 本件は、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の改正に伴い、特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準

の一部を改正する内閣府令が公布された

ため、特定教育・保育の施設の区分におけ

る認定こども園に関する引用条項を整理

するものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第２６号、摂津市立児童発達

支援センター条例の一部を改正する条例

制定の件でございます。 

 児童福祉法の改正に伴い、児童発達支援

センターの保育所等訪問支援事業及び障

害児相談支援事業の根拠としている引用

条項を整理するものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第２７号、摂津市後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例

制定の件でございます。 

 本件は、高齢者の医療の確保に関する法

律施行令の改正に伴い、国民健康保険法の

被保険者であって、同法の規定により住所

地特例の適用を受けて従前の住所地の市

町村の被保険者とされている者が後期高

齢者医療制度に加入する場合には、当該住

所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地

の後期高齢者医療広域連合の被保険者と

するものでございます。これに伴い、保険

料を徴収すべき被保険者の対象が変更と

なるため、改正するものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第２８号、摂津市国民健康保

険条例の一部を改正する条例制定の件で

ございます。 

 本件は、持続可能な医療保険制度を構築

するための国民健康保険法等の一部を改

正する法律の施行に伴う国民健康保険法

施行令の公布によるものでございます。 

 主な改正内容といたしましては、一般被

保険者にかかります医療、後期高齢者支援

金及び介護納付金の基礎賦課総額並びに

保険料率の規定を整備し、保険料の賦課限

度額及び軽減判定所得の見直しを行うも

のでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第２９号、摂津市介護保険条

例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。 

 本件は、介護保険法施行令の改正及び第

７期介護保険事業計画の策定に伴い、保険

料率を改定するものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第３０号、摂津市指定介護予

防支援事業者の指定並びに指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定の件で

ございます。 

 本件は、指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準省令の改正に伴い、対象施

設に障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に規定する指

定特定相談支援事業者を加え、サービス提
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供責任者等の役割等について明確化する

ものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第３１号、摂津市ラブホテル

建築規制条例及び摂津市南千里丘周辺地

区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例制

定の件でございます。 

 本件は、旅館業法の改正に伴い、それぞ

れの条例の旅館業の定義の引用条項を整

理するものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年６月１５日と

しております。 

 次に、議案第３２号、摂津市建築物にお

ける駐車施設の附置等に関する条例の一

部を改正する条例制定の件でございます。 

 本件は、都市計画法の改正に伴い、新た

な用途地域の類型に田園住居地域が創設

されたことにより、引用条項を整理するも

のでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 次に、議案第３３号、摂津市特別業務地

区内における建築物の制限に関する条例

及び摂津市千里丘新町地区地区計画の区

域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例制定の件でござい

ます。 

 本件は、都市計画法と同様に建築基準法

の改正に伴い、新たな用途地域の類型に田

園住居地域が創設されたことにより、それ

ぞれの条例の適用区域の引用条項を整理

するものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 最後に、議案第３４号、摂津市消防団員

等公務災害補償条例の一部を改正する条

例制定の件でございます。 

 本件は、平成２８年に一般職の職員の給

与に関する法律が改正され、扶養手当の支

給額が段階的に変更されたことに伴い、非

常勤消防団員等にかかる損害賠償の基準

を定める政令に規定の扶養親族加算額が

改正されたものでございます。 

 主な改正内容といたしましては、配偶者

について平成２９年度の加算額３３３円

を平成３０年度から２１７円に引き下げ、

２２歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある子について、平成２９年

度の加算額２６７円を平成３０年度から

３３３円に引き上げるものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし

ております。 

 また、今回提出させていただきます条例

議案中、議案第２１号、議案第２２号及び

議案第２３号につきましては、改正内容の

趣旨に沿って条例を区分しておりますこ

とから、同じ条例名を繰り返すことになっ

ておりますが、何とぞご理解のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 以上、平成３０年第１回定例会提出案件

の概略説明とさせていただきます。 

○南野直司委員長 説明が終わりました。 

 この際、何か質問があればお受けいたし

ます。よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南野直司委員長 質問がないようです

ので、理事者の皆さんは退席いただいて結

構です。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時２４分 休憩） 

（午前１０時２８分 再開） 

○南野直司委員長 議会運営委員会を再

開いたします。 

 それでは、第１回定例会の審議日程及び
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議事日程につきまして、事務局から説明を

お願いいたします。 

 香山総括主査。 

○香山事務局総括主査 第１回定例会の

審議日程等の事務局案について、説明申し

上げます。 

 まず、会期は２月２０日から３月２９日

までの３８日間でございます。 

 審議日程につきましては、本会議初日の

２月２０日は平成３０年度市政運営の基

本方針と付託案件についての提案説明、即

決案件の審議でございます。 

 また、この日の午後５時１５分が議会議

案の届け出締め切りでございます。 

 ２月２３日の正午が代表質問の届け出

締め切りでございます。 

 ３月６日の本会議では、付託案件に対す

る質疑、委員会付託の後、７日にかけての

２日間が代表質問でございます。 

 ９日が文教上下水道常任委員会及び民

生常任委員会、１２日が総務建設常任委員

会と常任委員会の予備日、１３日、１４日

の午後、１５日及び１６日の午後が常任委

員会の予備日、２０日が駅前等再開発特別

委員会でございます。 

 また、１６日の正午が一般質問の届け出

締め切りでございます。 

 ２７日が議会運営委員会、２９日は本会

議で、一般質問に続き休会分の委員長報告、

採決の後、議会議案の審議となっておりま

す。 

 また、この日の本会議終了後開催いただ

く議会運営委員会は、次の定例会の審議日

程の仮決定をお願いするものでございま

す。 

 以上が審議日程案でございます。 

 続きまして、２ページからの議事日程に

ついて説明申し上げます。 

 まず、２月２０日につきましては、日程

１が会期の決定でございます。 

 日程２は平成３０年度の市政運営の基

本方針でございます。 

 日程３は議案第１３号、公平委員会委員

の選任及び第１４号、教育委員会委員の任

命同意で、先ほどの協議会での態度表明を

もとに一括簡易採決と備考欄に記載いた

します。 

 日程４は議案第１号、平成３０年度摂津

市一般会計予算など付託案件の３０件で、

一括して提案説明を受けていただきます。

なお、質疑は後日となります。 

 日程５は議案第１５号、市道路線認定の

件で、即決でございます。 

 日程６は議案第１６号、損害賠償の額を

定める件で、即決でございます。 

 ３月６日は、日程１が議案第１号、平成

３０年度摂津市一般会計予算など付託案

件の３０件で、質疑の後、所管の委員会へ

付託となります。 

 日程２が代表質問でございます。 

 ７日も代表質問でございます。 

 最終日、２９日につきましては、日程１、

一般質問の後、日程２が議案第１号など委

員会付託案件の３０件で、委員長報告、採

決となります。 

 以上が議事日程でございます。 

 次の議案付託表につきましては、総務建

設、文教上下水道、民生の各常任委員会と

議会運営委員会及び駅前等再開発特別委

員会で審査いただく案件でございます。 

 最後の所管別分割表につきましては、議

案第１号、平成３０年度一般会計予算及び

議案第９号、平成２９年度一般会計補正予

算第７号について、付託された委員会で審

査いただく内容でございます。 

 以上、事務局案の説明といたします。 
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○南野直司委員長 ただいま事務局から

説明がありましたとおりでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○南野直司委員長 それでは、そのように

決定いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時３２分 休憩） 

（午前１０時３３分 再開） 

○南野直司委員長 それでは、再開いたし

ます。 

 説明事項がございますので、事務局から

説明をお願いいたします。 

 香山総括主査。 

○香山事務局総括主査 ２月２０日の市

長の平成３０年度市政運営の基本方針に

関する説明の際に、例年どおり写真撮影を

行いたいとの申し出があります。 

 また、３月６日、７日の代表質問時には、

議会だより第２１０号に質問をされてい

る様子の写真を掲載できるように、印刷委

託先のカメラマンによって写真撮影を行

いますので、よろしくお願いいたします。 

○南野直司委員長 それでは、説明があり

ましたとおりでよろしくお願いいたした

いと思います。 

 以上で、本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時３３分 閉会） 
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